
 

 

交通政策審議会陸上交通分科会 

鉄道部会（第２回） 議事録 

 

 
 

 

 

 

 

日時：平成１９年４月５日（木）１４：００～１６：００ 

場所：中央合同庁舎２号館低層棟 共用会議室３ 



【鉄道企画室長】  ほぼ定刻になりましたので、これから交通政策審議会陸上交通分科

会鉄道部会を開催いたします。委員の皆様におかれましては、お忙しいところをお集まり

いただきましてまことにありがとうございます。私は鉄道局の鉄道企画室長の瓦林でござ

います。議事に入るまでの間、議事の進行を私のほうで務めさせていただきますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 まず、お手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。資料でございますが、ま

ず議事次第、それから配席図、鉄道部会委員名簿、資料１といたしまして、前回の議事概

要、資料２といたしまして、我が国の鉄道の現状について、資料３といたしまして、我が

国の鉄道が直面する諸課題、資料４といたしまして、ネットワーク・サービス小委員会及

び技術・安全小委員会の設置について（案）、それぞれお配りしてあると存じます。どうぞ

ご確認のほどお願い申し上げます。 

 それから本日お集まりいただきました人数に比べましてちょっと部屋のほうが小さくな

っているものですから、審議中暑くなる状況も想定されます。上着をお召しの方はどうぞ

ご自由にお脱ぎいただくということでお願いいたします。 

 それでは、今回新たに鉄道部会の委員となられた方もいらっしゃいますので、ご出席の

委員の皆様を私のほうでご紹介申し上げます。順に申し上げます。 

 佐藤友美子委員でございます。 

 高橋玲子委員でございます。 

 宮下正美委員でございます。 

 廻洋子委員でございます。 

 森地茂委員でございます。 

 山内弘隆委員でございます。 

 飯島希委員でございます。 

 家田仁委員でございます。 

 井口典夫委員でございます。 

 井口雅一委員でございます。 

 古関隆章委員でございます。 

 須田義大委員でございます。 

 竹内健蔵委員でございます。 

 永井正夫委員でございます。 
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 石井信邦委員でございます。 

 梅﨑壽委員でございます。 

 大橋忠晴委員でございます。 

 小谷昌委員でございます。 

 清野智委員でございます。 

 垂水尚志委員でございます。 

 中川彰委員でございます。 

 仁志田昇司委員でございます。 

 西田寛委員でございます。 

 橋口誠之委員でございます。 

 古澤和秋委員でございます。 

 松本陽委員でございます。 

 山口昌紀委員でございます。 

 横山洋吉委員でございます。 

 なお、本日は委員、臨時委員１５名中１４名のご出席をいただいておりまして、交通政

策審議会令第８条第３項が定めます会議開催の定足数を満たしておりますことをあらかじ

めご報告申し上げます。 

 さらに、一言ご報告でございますが、部会長の選任につきまして、昨年６月の第１回会

合の際に、交通政策審議会令第７条第３項の規定に基づきまして、委員の皆様の互選によ

り森地委員が選任されたところでございますが、先月１２日の交通政策審議会委員の任期

の更新によりまして、形式的には改めて互選による選任を行う必要が生じましたため、先

般持ち回りの互選により森地委員が再度選任されましたことをご報告申し上げます。また、

部会長代理につきましては、交通政策審議会令第７条第５項に基づきまして、部会長が指

名するということになっておりまして、先般、森地部会長より山内委員をご指名いただい

たこともご報告申し上げます。 

 それでは冒頭、鉄道局長の平田からごあいさつを申し上げます。 

【鉄道局長】  鉄道局長の平田でございます。きょうは委員の先生方、年度明け早々と

いうことで、大変お忙しい中お集まりいただきましてまことにありがとうございます。さ

らに、常日ごろから国土交通行政、なかんずく鉄道行政に多大なご尽力を賜りましてあり

がとうございます。本席をおかりいたしまして改めて感謝を申し上げる次第でございます。 
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 最近の世の中の動き、状況を見てまいりますと、官邸では、アジア・ゲートウェイ構想

でありますとか、ＩＴの戦略、それからイノベーション、こういった構想につきまして、

世の中の動きをいろいろつくっていこうという動きでございます。与党のほうといたしま

しては、国土交通部会の中に戦略的社会資本整備検討小委員会というような委員会ができ

上がっておりまして、ここで次期社会資本整備の５カ年計画のあり方を、道路、港湾、鉄

道、空港等々の社会資本のインフラ整備をどうやって進めていったらいいのかというよう

なことを戦略的に考えていく必要があるだろうという観点からの検討が始まっているとこ

ろでございます。現在の我が国の鉄道を取り巻く状況を改めて委員の先生方にじっくりご

検討いただいた上で、２０１０年代を視野に入れたこれからの鉄道行政につきましてのご

審議を本格化させていただきたいという形で本日お集まりいただいたわけでございます。 

 ご案内のとおり、鉄道行政の分野におきましては、これまで平成１２年でございますが、

旧運輸省の運輸政策審議会の第１９号答申というものがございました。ここの１９号答申

という位置づけはガイドラインというような形で活用されてきたわけでございますが、こ

の答申から６年余りたった現在において、鉄道の分野ではさまざまな変化が生じてきてお

ります。例えば鉄道ネットワークの面でありますと、東北新幹線の盛岡－八戸間が開業い

たしました。九州新幹線におきましては新八代－鹿児島中央間が開業いたしました。つく

ばエクスプレスも開業、さらには去る３月に仙台空港アクセス鉄道が開業したというよう

な形での充実が進んだほか、平成１７年に制定されました都市鉄道等利便増進法という法

律の中で、既存のストックを有効に活用していかなければいけないと、ネットワークの高

質化のための新たな手法による整備が始まったところでございます。パスモとそれからス

イカの相互利用も可能になったというようなことで、この６年間におきましては相当鉄道

をめぐる環境も変化してきたということが言えようかと思います。 

 その一方におきまして、福知山線の事故でありますとか中越地震などを契機といたしま

して、鉄道分野におきます安全、安心の確保に関する国民の関心がかつてないほど高まっ

たところでございます。これに対応いたしまして、鉄道事業法を改正して、鉄道事業にお

きましても運輸安全マネジメント評価制度を導入して、その運用を開始したところでござ

います。 

 このような我が国の鉄道事業とそれから鉄道行政は、時代のニーズにこたえながら着実

に進化をしてきたと私は思っておりますが、同時にさまざまな深刻な課題にも直面してご

ざいます。詳細は後ほど資料でご説明させていただきますが、安全性と利便性の向上とい
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う、鉄道行政におきましてはいつの時代でも変わらない普遍的なテーマに取り組んでいか

なければならないというような課題に加えまして、地球環境対策、それから少子高齢化や

人口減少の始まり、それと地域経済の低迷、都市の治安問題、テロ対策、それから地域公

共交通の問題といったところで、我が国の経済社会で生じております問題でありますとか

課題につきましては、鉄道の分野についてもすべて当てはまるといっても過言ではないと

考えております。鉄道行政としてはこれらのそれぞれについて解決を迫られているという

ような認識を持っているところでございます。 

 私ども鉄道局といたしましては、今回の鉄道部会のご審議を通じまして、これらの問題

につきまして正面から向き合っていって、２０１０年代を見据えた鉄道行政の指針とすべ

きいろいろな考え方について有益なご示唆を賜れればと期待しているところでございます。

この場合、鉄道そのものだけではなくて、鉄道を取り巻く地域でありますとか社会のあり

方にも広く目を配っていただきまして、これまでの制度だとか仕切りがこうだったという

ようなことにとどまらず、タブーのないような形で、いろいろなご意見、ご進言を賜りた

いと考えております。そういったような観点から私どもといたしましては、６月の中間と

りまとめでありますとか、秋に予定している部会の報告書に盛り込まれるような内容のう

ち、早期に実施すべき事項につきましては、早速、平成２０年度の予算要求でありますと

か、法律改正を必要とするということでありましたら、制度改正などにしっかり反映させ

ていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくご審議方お願いを賜りまして、冒

頭の私のごあいさつにかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【鉄道企画室長】  それではこれより議事に入らせていただきますが、議事の公開等に

つきましては資料、議事要旨、それから会議の議事録、これらを公開することとさせてい

ただきますので、その旨あらかじめご了解いただきたいと思います。 

 それでは、以後の議事の進行を森地部会長にお願いしたいと存じます。森地先生、どう

ぞよろしくお願いします。 

【部会長】  森地でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

 今、鉄道局長からお話がございましたように、いろいろな課題が山積しております。最

後にお話がございましたように、タブー視することなくすべてのことについて議論してほ

しい、なおかつそれをすぐ予算とか制度改革にという、大変力強いお話をいただいており

ます。ぜひ昨年の６月に引き続いて忌憚ないご意見を伺いたいと思います。よろしくお願

いいたします。 
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 それでは早速、議事次第に従って進めたいと思います。事務局よりまず資料２のご説明

をお願いいたします。その後、意見交換に移りたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

【鉄道企画室長】  それでは、これから資料２を使いまして、私のほうからまず、我が

国の鉄道の現状のうち、鉄道のネットワークですとかサービス、鉄道事業者の事業運営、

地域貢献といった側面につきましてご説明し、また、引き続きまして技術企画課長より鉄

道の技術、安全に関する側面についてご説明申し上げます。後ほど十分ご議論いただく時

間を確保するために、いささか駆け足のご説明になってしまいますことを、あらかじめご

了承いただければと存じます。 

 それでは資料１ページをおめくりください。資料１ページでございますが、我が国の鉄

道の輸送人員、平成に入って以降、年間２２０億人程度で横ばい傾向となっております。 

 続きまして資料２ページでございます。旅客輸送における鉄道のシェアでございますけ

れども、モータリゼーションの進展でシェアは下がり続けてきましたが、近年におきまし

てはマイカーの６０％程度に対して鉄道は３０％程度で安定する傾向になっております。 

 続きまして３ページでございます。先ほど局長のあいさつもございましたとおり、２０

００年代の鉄道整備政策のバックボーンとされてきている旧運輸政策審議会の第１９号答

申についてでございますけれども、平成１２年に出されたこの答申では、例えばここにご

ざいますとおり、利用しやすく高質な鉄道ネットワークの構築といった今後の鉄道整備の

基本的な方向を明示するとともに、幹線鉄道、都市鉄道、これらについて目標とすべき整

備水準を決定する。あるいは４ページでございますが、鉄道整備における国と地方公共団

体の役割分担を明確化する。あるいは、いわゆる上下分離方式の具体化について検討を提

言する。こういった内容が盛り込まれております。 

 続きまして５ページでございます。社会資本整備重点計画は国土交通分野の公共事業に

関する５カ年計画でございますけれども、この計画におきましては現在次期計画の策定が

ちょうど進みつつあるところですけれども、現行計画におきましては暮らし、安全、活力

といった政策テーマ別に鉄道整備の基本的な方向性について記載しております。 

 続きまして６ページでございます。以下、鉄道の分野別の動向を示す資料でございます

けれども、まず整備新幹線でございます。整備新幹線につきましては、平成１６年１２月

の政府・与党申合せに基づきまして着実な整備を推進しております。今後、平成２０年度

末に福井の駅部、それから２２年度末に八戸・新青森間、それから博多・新八代間、それ
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ぞれ開業する予定となっております。 

 続きまして７ページでございます。７ページは在来幹線鉄道の高速化でございますが、

先ほどの１９号答申に基づきまして、線形改良ですとか新型車両導入等の事業が各地で進

められてきていますが、この答申の中でも一つの目標とされております表定速度９０キロ

以上というものにつきまして、この区間というのは現時点で３割強にとどまっているとい

う現状になっております。 

 続きまして８ページでございます。在来幹線鉄道について、これは四国の例でございま

すけれども、高速道路の整備に伴いまして高速バスのシェアが大変伸びている。その一方

でこの幹線鉄道を中心とする鉄道のシェアが低下しているという傾向が出ております。 

 それから９ページはフリーゲージトレインでございますが、現在技術開発中のフリーゲ

ージトレインでございますけれども、これは実用化されれば新幹線と在来線の直通運転を

可能とするものであります。 

 続きまして１０ページ、ここからは都市鉄道についての資料でございますが、首都圏の

都市鉄道につきましては旧運輸政策審議会の第１８号答申に基づいて進められています。

この答申では平成２７年を目標年次としておりますけれども、これまでの７年間で対象路

線長の大体２３％、１５０キロ弱が開業するなど、進捗しております。他方におきまして

目標年次まであと８年となっておりますけれども、それまでに開業することが適当とされ

た路線延長、これはいわゆるＡ1路線というものですけれども、その１５％は未着手、まだ

工事が始まっていないままというふうになっております。 

 続きまして１１ページでございます。都市鉄道の分野では、新しい整備手法として都市

鉄道利便増進事業というものが導入されました。相鉄・ＪＲ直通線、相鉄・東急直通線な

どの事業が始められつつあります。 

 続きまして１２ページ、都市鉄道における混雑緩和でございます。三大都市圏を示して

おりますが、三大都市圏とも通勤時間帯については全体的に改善が進んできております。

しかしながらまだ目標を達成できていない区間がそれぞれ残っているほか、ラッシュアワ

ー以外の時間帯についても混雑緩和を図るべきとのご意見をいただいているところでござ

います。 

 続きまして１３ページ、ご案内のとおり、都市鉄道におきましては、特に東京圏、特徴

的ですが、相互直通運転の路線が拡大してきておりまして、現在東京圏で見ますと鉄道総

延長の約３分の１以上、約３５％に達しているという状況になっております。その一方に
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おきまして、１４ページを開いていただきますと、せっかく相互直通などによって乗り継

ぎが不要で便利になっても、初乗運賃が複数回適用されて割高になる場合が多いというこ

とがあります。ただし、ここにあります一番下の例のように、乗り継ぎ割引幅を大きくし

て割高感を解消しているという例もございます。 

 続きまして１５ページでございます。空港アクセス鉄道でございます。先ほどの１９号

答申では国際的な空港と都心部との間の所要時間を３０分台とするということを目指すと

いう具体的な目標が設定されているところなんですが、成田につきましても、現在進めら

れている成田高速鉄道アクセスが整備されますと、都心と成田空港の間の所要時間が５０

分台から３０分台に短縮される予定というふうになっております。 

 続きまして１６ページでございます。都市鉄道のサービスを向上させる上では利用者の

意見を反映することが重要でございまして、各社ともサービスの向上に役立てることを目

的としてさまざまな方法で利用者の意見を収集されているところでございます。 

 続きまして１７ページ、ここからは地方鉄道の関係でございます。地方鉄道では厳しい

経営環境が続いておりまして、平成１２年度以降、全国で５００キロ以上の路線が廃止さ

れております。 

 １８ページをおめくりいただきますと、地方鉄道の場合、自然災害に伴う復旧というも

のが大変大きな負担となっている実情がございます。最近ですとこの高千穂鉄道のように

多額の復旧費用が賄える見込みが立たないで、そのまま廃止届出を出してしまうという例

も出てきております。 

 １９ページでございますが、このような地方鉄道への対策という観点も盛り込んだ形で、

現在の国会で審議中の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案というものがござい

ます。この法律案、簡単に申しますと、市町村と地域の関係者が連携して、鉄道の関係で

申しますと地方鉄道の再生、それからＬＲＴの整備、その他の公共交通も含めましてこう

いった問題に取り組んで、国が法律上の特例措置などで支援するという枠組みとなってお

ります。 

 具体的に地方鉄道の場合が２０ページでございますが、地方鉄道の再生事業でございま

すけれども、これは事業者がもはや単独では維持できなくなったという路線につきまして、

地域の支援による存続に向けて自治体と事業者が協力して取り組むことができるようにな

るというものでございます。 

 ２１ページの三岐鉄道の地方鉄道再生という例が示しておりますけれども、このように
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沿線自治体による支援、国による支援、周辺住民の取り組みといったものが一体となって

路線の維持再生が実現するケースが出てきておりまして、今回の法案ではこうした取り組

みがしやすくなるということを大きな目的としております。 

 それから２２ページでございます。一たん廃止されてしまった鉄道を観光鉄道として活

用してはどうかという構想も出てきております。 

 続きまして２６ページまで飛ばさせていただきまして、２６ページはライトレールトラ

ンジット、いわゆるＬＲＴでございます。国土交通省におきましてはＬＲＴ総合整備事業

等によりまして、関係部局が連携してその整備を推進しておりまして、全国的に有名にな

りました富山ライトレールもその代表例と言えます。 

 ２７ページでございます。このＬＲＴにつきましては、先ほどご紹介しました法案の中

で初めて上下分離方式というものを導入しまして、地域の意欲ある取り組みを支援してい

くという枠組みとなっております。 

 ２８ページでございます。よく知られているとおり、ヨーロッパではＬＲＴを導入する

都市が大変増えているという状況でございます。ただし、単に導入するだけではなくて、

自動車交通との機能分担も含めた総合的な交通計画、あるいはトランジットモール、自動

車利用の抑制策、こういったものをパッケージで実施しているということが特徴となって

おります。 

 続きまして２９ページでございます。鉄道事業者のコストなどに関する資料であります

が、ここでは費用構造を示しておりますけれども、単位当たりの費用で見ますと、大都市

の高速鉄道ではもう１０年以上にわたりまして横ばいで推移しているという現状がありま

す。他方、経営環境がより厳しい地方鉄道ではコストの削減が進んでいる状況がございま

す。ただ、いずれにいたしましても固定費の割合が大きいということで、経営改善を図っ

ていく上では固定費の削減が不可欠となっております。 

 ３０ページでございます。鉄道会社のコストを構成する要素でございますが、その一つ

として車両購入費というのがございますけれども、この鉄道車両の購入費、新車価格、こ

れは歴史的にずっと上昇を続けてきたんですが、平成１６年度以降初めて下落し始めてい

ます。その理由の一つとして、車両の規格統一の動きに伴う生産コストの低下というのが

挙げられるところでございます。 

 ３１ページ、この車両規格の統一という中身でございますけれども、首都圏の場合なん

かですと、平成１１年ごろから通勤路線を中心にしまして、車両メーカーサイド主導の車
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両規格の統一化、あるいは相互直通する鉄道事業者間による車両規格の統一化、こういっ

た動きが始まっているようでございます。 

 ３２ページをお開きください。これから今後の人口動向が鉄道経営に与える影響を考え

る上での資料としてお示ししておりますが、大阪圏における人口と民鉄利用者数の推移で

ございますけれども、関西の民鉄５社の利用者数は９０年代から減少に転じておりますけ

れども、人口の動きを見てみますと、９０年代半ばから生産年齢人口の減少が始まってお

りまして、それも理由の一つと考えられます。こうした動き、３３ページでは、２０２０

年になりますと全国的にそういった人口減少が始まり、東京圏でも人口減少時代を迎える

見通しとなっております。 

 ３４ページ、これは鉄道会社の関連事業に関するものですが、そうした関連事業に制約

を与えているという指摘の出ております鉄道抵当制度でございます。鉄道抵当制度につき

まして、現在の運用では鉄道事業者が行う駅の再開発などに制約になっている面があると

いう指摘が出ているということをお示ししてございます。 

 ３５ページでございます。また鉄道会社をめぐりましては、ご案内のとおりＭ＆Ａの対

象とされる事例も出ております。来月１日からはいわゆる三角合併というものが解禁され

まして、外国企業による日本企業の子会社化の動きが加速するという見方も出ているとこ

ろでございます。 

 ３６ページ、これは次に輸送以外の分野での鉄道の地域社会への貢献というものに関す

る資料をつけておりますが、地方自治体や鉄道事業者が駅に公民館などの公共施設、ある

いは託児所とか病院といった公益的施設を設置する動きが活発化しています。利用者利便

という観点もありますし、地方鉄道の場合、こういった取り組みは利用者を増やす、利用

促進効果も期待されてございます。 

 続きまして１ページ飛びまして３８ページをお開きいただけますでしょうか。これはや

や切り口が変わりますが、鉄道や駅を舞台とした犯罪の動向でございます。駅や車内にお

ける犯罪件数は、全体としては近年減少する傾向にあります。しかしながら、窃盗、すり

といった犯罪が大きく減りつつある一方で、旅客や鉄道係員に対する暴力行為は逆に増え

ているという状況がございます。 

 ３９ページ、最後にバリアフリー化に関する資料でございますが、鉄道駅のバリアフリ

ー化は着実に進んでおりますが、今後の７割強あるいは１００％といった目標達成のため

には、いよいよ施工が困難な駅の扱いをどうするかといった課題に対応していく必要があ
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る、こういう段階に来ております。 

 ４０ページは、バリアフリー化にも関連が大きいと考えられますホームドア、あるいは

可動式ホーム柵についてでございますが、これらは普及がもう始まってはいるものの、ま

だ極めて限られた駅にとどまっているという状況になっています。 

 以上、大変駆け足で恐縮でございますが、鉄道ネットワークサービス、あるいは鉄道会

社の事業運営などに関する現状につきましてご説明させていただきました。 

【技術企画課長】  引き続きまして４１ページ以降、技術面あるいは安全面での最近の

状況をご報告させていただきます。４１ページ、４２ページは、私ども技術行政は平成１

０年に、元ございました運輸技術審議会の答申「今後の鉄道技術行政のあり方について」

に沿って進めてまいりました。例えば技術基準の細かい規定を廃止して性能規定化する。

あるいは有力な鉄道事業者に認定を与えて自主的に管理をしていただく。それから、次の

ページでございますけれども、事故の調査を充実する。鉄道につきましても事故調査委員

会をつくる。あるいは近年の動きでございますけれども、安全情報の公表、あるいはアウ

トソーシング先への立ち入り検査を可能にする。そういった施策を進めてきたところでご

ざいます。 

 ４３ページでございますけれども、鉄道事故の推移を示してございますが、昭和５０年

から平成にかけて徐々に減ってきております。近年は年間８００件程度で横ばいというよ

うな状況になってきてございます。 

 ４４ページにまた事故によります死傷者の傾向を書いてございますけれども、大きな事

故が起こりますと死傷者が増えるという傾向でございますが、残念なことに１７年度は非

常に大きな事故があったということで、昭和５０年代のペースにまた逆戻りしているとい

う状況でございます。 

 ４５ページはその約８００件余りの事故の内訳を示してございますけれども、約５割が

踏切事故、４割が人身障害事故、人が列車に触れてはねられるという事故でございまして、

脱線とか衝突というのは全体の３％、約３０件程度でございます。この傾向はここ１０年

ほどずっとそういった推移になってございます。 

 それから４６ページに、事故にはならないけれども列車が３０分以上おくれるという輸

送障害というものも報告をいただいております。これは特徴的でございますので、ＪＲグ

ループと民鉄と分けてございますけれども、双方それぞれ毎年増加傾向になってございま

す。原因も災害、部外原因、部内原因ともに増加してきております。ＪＲと民鉄といいま
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すのは、輸送量あるいは列車本数で大体３対２でございますけれども、ＪＲは年間４,００

０件弱、民鉄のほうは１,２００件余りということで、輸送の比を見ても少しＪＲグループ

の輸送障害が多いという傾向にございまして、今後こういったところも検討が必要かと思

っております。 

 ４７ページは、平成１６年に起こりました新幹線の地震による脱線事故、それにあわせ

まして耐震補強ですとか脱線対策を進めているということを説明してございます。 

 ４８ページは、ご承知の１７年４月の尼崎の脱線事故でございまして、この事故を契機

に、ＡＴＳの整備と、それから鉄道事業法の安全面での大幅な改正を行ったところでござ

います。４９ページは、風で特急列車が脱線した平成１７年１２月の羽越線の事故を書い

てございますけれども、災害時、異常気象時の対策というのも検討課題になってございま

す。 

 ５０ページには、これらの事故を踏まえた鉄道事業法の改正の概要を書いてございます

けれども、新たに鉄道事業者みずから安全管理をする規定を定めていただいて、その総責

任者を選任していただくというようなことを骨格とする制度を立ち上げたところでござい

ます。 

 ５１ページは、その事故の半分を示す踏切対策でございますけれども、モータリゼーシ

ョンの始まりました昭和３５年から比べますと、踏切事故は１０分の１以下になっている。

国鉄改革以降でも半分に減ってきているということで、成果が着実に上がっていると思っ

ております。５２ページ、５３ページは先ほど概略をご説明いたしましたので、５４ペー

ジまで３枚飛ばしていただきたいと思います。 

 ５５ページに、ＪＲ及び大手民鉄の職員数の推移というものを書いてございます。国鉄

改革時の昭和６２年と平成１６年を比較してございますが、駅員さんが約半数になってい

る。それから工務、電気、車両といった保守部門のところで要員が大きく減っている。こ

れはアウトソーシング化ですとか機械化ですとか、こういったもので減ってきているとい

うことを示してございます。 

 ５６ページには、鉄道のストック、特に老朽化の問題をちょっと書かせていただいてお

ります。もう既に百数十年の歴史を持っておりますが、なかなか老朽施設の更新がままな

らないという状況も今後想定されているところでございます。 

 ５７ページには、先ほどちょっと申し上げましたけれども、鉄道事業でアウトソーシン

グが非常に進んでいる。逆に技術を維持するためにはきちんとしたアウトソーシングをし
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たほうがいいのではないかということで、今回の事業法改正ではアウトソース先にも報告

徴収、あるいは立入検査、場合によっては事業改善命令ということもできるような仕組み

をつくったところでございます。 

 ５８ページは、技術開発の現状ということで、５８ページ、５９ページと技術開発につ

いて触れておりますけれども、鉄道の高速化、あるいはＬＲＴのバリアフリー化、ＩＣカ

ードといったものの技術開発が進んできているところでございます。 

 ６０ページでございますけれども、先ほどもちょっと車両の価格のことが出てきており

ますけれども、車両工業の世界を見ていきますと、これまで国内の需要が８割方を占めて

きたところでございますけれども、近年輸出のシェアが伸びてきているという傾向がござ

います。メーカーによっては過半を輸出に依存するという状況も出てきております。６１

ページには、どういったところに輸出展開をしているかということを書いてございまして、

例えば武漢でありますとか、重慶のモノレールですとか、マニラの都市鉄道等々に輸出し

てございます。ただ一方でＯＤＡの資金をつぎ込みながら、日本の車両あるいは信号シス

テムが受注できない例も増えてきているという状況でございます。 

 最後に６２ページでございますけれども、私ども鉄道事業とあわせましてロープウェイ、

リフトといった索道事業も担当してございます。輸送量は平成元年に比べますと４割方減

ってきている。一方で事故は、これは年によってばらつきがございますけれども、どうも

やや増えてきているということで、索道事業におきましても少しずつ技術力が低下してい

るといったような心配がございます。 

 以上で、簡単ではございますけれども説明を終わらせていただきます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは資料２について、ご質問、ご意見ございましたらお願いしたいと思います。な

お、時間が限られておりますので、何人かの方にご発言いただき、適当なところで区切り

ながら事務局から回答をお願いいたします。それでは、どうぞどこからでも結構です。 

【委員】  日本民営鉄道協会の小谷でございます。今般、鉄道政策全般にわたりまして

大変幅の広い角度からご検討いただく機会を設けていただきました。民鉄事業者の立場と

いたしましても大変ありがたいことと思っております。民鉄各社を取り巻く経営環境は、

沿線の事情によっていろいろと異なるところではございますけれども、全体的には少子高

齢化の進展から、特に地方においては大変厳しいものがございます。こうした中で私ども

民営鉄道事業者は、より多くのお客様にご利用いただくために、安全、安心対策の徹底は
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もとより、お客様にとって快適で利用しやすい鉄道を目指して日夜努力を続けているとこ

ろでございます。 

 また、先月１８日には首都圏の民鉄、ＪＲ、バスを１枚のカードで利用できる、先ほど

もお話ございましたけれども、ＩＣカードの乗車券パスモを導入したところでございまし

て、お客様にとりましても利便性が飛躍的に向上するのではないかと、これはもうお隣に

お座りになっているＪＲ東日本さんの技術力のたまものというように私どもも考えており

ます。まだ今のところは１００を超える事業者がこれに取り組んでいるわけでございます

けれども、まだまだ一部でございまして、大手は割合にスムーズにそれに移行しているん

ですけれども、中小にはなかなか厳しいところがございます。 

 また国や地方自治体のご支援をいただきながら、既存の鉄道ネットワークを一層有効に

活用するための連絡線の整備、それから駅施設の改良とかバリアフリーとか、さらなる車

両の快適化、さらには外国人を含めましたお客様に対するわかりやすい情報提供の推進な

ど、いろいろと各般の施策をきめ細かく進めていっていることとあわせまして、地球環境

問題に関しまして、鉄道がエネルギー効率に大変優れていると、また地球環境にやさしい

乗り物であるということを今後も積極的に広くＰＲするとともに、公共インフラである鉄

道の利用促進を積極的にＰＲしていきたいと、そのように考えているところでございます。 

 本日、せっかくの機会をちょうだいいたしましたので、細かい点は今後のこととさせて

いただきまして、民鉄業界の立場から幾つかの点について発言させていただきたいと存じ

ます。 

 まず第１に、昨年６月に開催されました当部会でも申し上げましたところでございます

が、日本政策投資銀行による政策融資についてでございます。民鉄各社は需要動向の見通

しが少子高齢化等で厳しい中で、踏切保安、運転保安等の安全対策工事やバリアフリー化

のサービス改善工事、また輸送力増強工事に毎年巨額の投資を行っております。こうした

設備投資につきましては、巨額の資金を必要とする上に懐妊期間も長うございまして、ま

た竣工後も投下資本の回収に相当な期間を要するというような状況下にあります。直接的

に利用者の増加や増収に結びつくものではございませんで、大量の資金を長期、低利で安

定的に調達することの重要性が求められておりまして、民鉄事業には不可欠なことかと考

えております。 

 これまでは、私どもの安全、輸送力増強等に対する投資の約５割弱は、日本政策投資銀

行による政策融資によって調達してまいったところでございます。こうした長期の低利の

 -13-



資金を安定的に供給していただくということは、一般の民間金融機関によっては困難でご

ざいまして、同行による政策融資制度は民営鉄道事業の特性にこたえるものとして大変意

義のあるものだということで今日までまいったわけでございます。一昨年来の政府系金融

機関の改革によりまして、同行につきましては来年１０月の特殊会社化、それからその後

５年後から７年後を目途に完全民営化されることになっております。民鉄事業の設備投資

に対しましては、今後とも長期の低利資金が安定的、継続的に確保できるようにお力添え

をいただきたいと考えているところでございます。 

 次にまた都市を取り巻く社会環境が大きく変化する中で、私ども民鉄事業もこうした変

化に的確に対応して、中心市街地の活性化などの政策課題に、適切に対応していくために

は、鉄道が都市とともに持続的に発展を遂げまして、鉄道とまちがこれまで以上に連携し

て沿線価値を向上していくということは極めて重要かと考えております。こうした視点か

ら当協会におきましても、昨年、「鉄道とまちづくりの連携」に関する提言を取りまとめま

した。ソフト面ではありますけれども、モデルプロジェクトをスタートさせるなど、具体

的な施策の実行に向けた取り組みを始めているところでございます。鉄道行政におかれま

してもこうした視点からまちづくりと鉄道の整備がより一体的に進展するように施策展開

をお願いするものでございます。 

 最後になりますけれども、地方民鉄に関してでございます。先ほど来ご報告がいろいろ

ございましたが、行政当局におかれましては毎年近代化補助を中心に所要の予算措置や税

制措置等を盛り込んでいただいております。平成１７年度からは「地方鉄道再生計画事業」

を創設されましたし、また、今国会には「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案」、

ちょっと長い法律ですけれども、上程されまして、地域交通の再生、活性化に向けた施策

が進められているところでございます。当協会におきましても、地方民鉄の維持、活性化

に向けた取り組みとして、地方民鉄各社の増収、増客等の施策や、それから地域でのＰＲ

といいますかシンポジウム開催等の協力など、いろいろ側面から支援をやっているわけで

ございますけれども、しかし、地方民鉄の経営状況はご存じのとおり依然として厳しいも

のがございます。地方民鉄に対する中心的な補助制度であります近代化補助制度において

は、地方自治体にお金がないという財政上の理由や、国の予算におけるシーリング等の制

約がございます。特に地方自治体にお金がないというのは致命的でございまして、地方自

治体に予算がつかなければ国も予算は認めないと、補助は認めないということになってお

りますので、これは根本的な解決にはまだまだなかなかいかないと思っております。地域
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にとりましては、地方鉄道はなくてはならないというように地方の方々は考えておられま

す。私どもも地方鉄道が廃止されますと沿線地域の崩壊につながりかねないという心配も

ございますし、今後の地方民鉄の維持、活性化に向けて、現行制度の枠組みにとらわれな

いような予算枠の抜本的な拡充や新たな制度の創設など、一層のご支援を本席をおかりし

ましてお願い申し上げます。 

 以上、特に３点について申し上げました。その他の施策検討に当たりましても、鉄道事

業の経営実態を十分踏まえていただいてご検討を賜れれば幸いと存じます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは次の方、どうぞ。 

【委員】  ただいま、委員から地方の中小私鉄のお話がございましたが、少し補足説明

をさせていただきます。当社は、約５６０キロのレールを運営しておりますが、そのうち、

いわゆる過疎路線と称するレールがございます。この資料の中にも三岐鉄道のことが出て

いましたが、これはいわゆる特殊狭軌のレールで、我々も何とも経営上成り立たないとい

うことで苦慮いたしておりましたが、三岐さんの地方鉄道であれば補助金が出るというこ

とで、三岐さんに経営を渡しました。そのかわり私どもは鉄道施設その他、無償でお譲り

し、なおかつ運行に関する従業員を出向させて運営の万全を期したということです。我々

がその補助金をもらうことができれば将来にわたって運営ができると思いますが、近畿日

本鉄道という大手私鉄には補助金が出ないということでそういう施策をとらざるを得ませ

んでした。 

 そして、先般、国交省さんの特別のご配慮で新しい運営形態に移行しようとしている、

桑名から大垣を経て揖斐にわたる養老線という鉄道がございます。約５７キロでございま

す。経営状態を申し上げますと、約９億円の収入に対して約１４億円の赤字が出ます。も

う一つ、伊賀神戸から関西本線に通じている伊賀線という約１６キロの鉄道がございます。

これは収入が約２億円、損失が約４億円という路線でございます。最盛期の約半分以下の

輸送人員になりましたが、現地を見て鉄道事業者として廃線にするわけにはいかないと。

朝夕は通学の子供たちが、昼は交通弱者であるお年寄りがお乗りになっている。鉄道事業

者としてこのレールをどうやって残すかということで、平成１６年度から沿線の市町村長

さんにご相談し、絶対にレールはめくらないから何とか支援の方法を考えてくれと言って

おりました。最終的に私が提案しましたのは、鉄道施設についてのメンテナンスは近畿日
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本鉄道が責任を持ってやり、これを第二種鉄道会社の新会社に貸与する。そうして合理化

を進めて赤字幅を縮小し、赤字のうち資本費については近畿日本鉄道が持ち、残った赤字

を地元市町村と近鉄で折半してくれということでした。約２年間の協議を経まして各市町

村長は議会の了解をとってくれ、市町村も応じてくれました。 

 これまでこういう方式をとる為の法制がなく、苦労しましたが、今般新しい法律をつく

っていただいて大変よかったと思います。また市町村長が議会に対して補助金を出すとい

うことについて１年がかりで議員を説得してもらったという経緯がございますが、これに

は沿線の住民がどうしても鉄道を残してくれという熱い熱意があったからだと思います。

こういうふうに地方鉄道というものが単なる採算性の問題で存続を決めるというのは、問

題があると思います。行政で残すべき鉄道、廃線すべき鉄道というものを区分する評価基

準をつくっていただきたい。そして、それについて地方議会とも話し合うような制度をつ

くっていただきたい。レールに対する地域の熱い熱意を行政で感じとってやっていただき

たいと思います。こういう方式で市町村に何億という負担金をお願いするわけでございま

すが、それでも市町村長はレールが残ってよかったというふうに非常に喜んでくれました。 

 別件でございますが、列車内の犯罪が増えており、特に乗務員に対する暴行等が増えて

おります。一朝一夕にいかないと思いますが、乗務員等に対して初期的な警察権を付与す

るような制度をお考えいただきたい。暴行者に対して身体を制圧できるような警察権を持

たせてやっていただきたい。今、車掌はお客さんに殴られっ放しで、反撃もできないとい

う状況でございますので、いわゆる初期的な警察権の一部を代行できるような制度を考え

てやっていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

【部会長】  どうもありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

【委員】  手短に２点ほど申し上げます。今の資料には大変網羅的かつよくできている

なと思いました。それで、それに関してちょっとコメントなんですが、それが１点なんで

すけれども、世界の動向というのをもうちょっとおさえておいたほうがいいなという感触

を持っています。例えばＬＲＴが世界でも進んでいると言っているけれども、日本で言っ

ているところのＬＲＴがうんと進んだのは、もう既に世界ではもうちょっと前の話であっ

て、今は、レール、鉄輪とは限らないようなものにまで都市の公共交通がいっているわけ

ですね。そういうふうに考えると、ここに書いてあるＬＲＴが世界でも進んでいますとい

うのは余りにも古い情報という感じがしますし、それからまた、地方の公共交通は、鉄道
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にしろバスにしろ経営困難が生じているのは、別に日本が先ではなくて、むしろヨーロッ

パのほうがずっと先で、それに伴ってグローバルなでかいオペレーターがいろいろな町と

契約をして、国を越えてオペレーションを請け負っているようなローカルサービスのグロ

ーバル供給ということが進んでいるわけですね。これはＥＵ統合が契機になっているんで

すけれども、そういった動向なんかも踏まえますと、もうちょっとよその状況というのを

おさえておいたほうが、余り単視眼的ではない、もう一歩先の手を打つのに重要ではない

かと思います。これが１点目です。 

 もう１点目は、今のとも関係するんですが、このしばらくの間、私は安全に関して、特

に技術面に関して事業者あるいは官庁がどういうふうにユーザーに情報を提供するかとい

うようなところにお手伝いさせていただいておるところで、大いに前に進んでいるという

ふうに私も喜んでいるところなんですが、本音を申し上げますと、そういう中ではまだま

だ利用者等と事業者、それから官庁がどういうふうにつき合うべきかと、接するべきか、

対応していくべきかというのは、もうちょっと深く考えたほうがいいという感触を持って

おります。と申しますのも、さっき委員からお話があったように、結局のところ、国民あ

るいは地域の人々にどのくらいそのサービスが必要と思ってもらえて、それが自治体や何

かに支援してもらうのが正当と思ってもらえるか次第で、鉄道事業というのは全然姿、形

が変わるわけですね。とすると、長い目で見たときにはもっと自分たちのことを困ってい

ることも含めて知ってもらおうじゃないかと、そして支援者になってもらおうじゃないか

というところまで踏み込んだ情報の提供に至らないと、官庁で決めた法律があるからミニ

マム情報を出しましょうというスタンスを脱却しない限り、次の段階には絶対に至らない、

そこにぜひ今回は一歩進んでいただきたいと思います。 

 以上２点です。 

【部会長】  どうもありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

【委員】  交運労協の宮下といいます。４６ページにあります輸送障害のところでちょ

っとお聞きしたいんですけれども、ここの中で、近年３０分以上の係員による誤りと、こ

ういう表現が出ているんですけれども、私ももともと１０年ほど電車の運転手をしました

ので、特にこの新学期になりますと、新学期のいわゆる新入生が乗り降りがおくれるとい

ったことでおくれていますと、１分おくれますと、電車の運転手はそれを回復するのは至

難の業なんですよね。そういう意味で、そのおくれはどんどん広がっていくという状況の
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もとで、今の電車の運行は、特にこの大都市は自動運転が中心ですので、ほんとうに係員

の誤りがあるのかなというふうに受けとめますので、その辺、この３０分以上のおくれと

いうのは、一たんおくれ出しますと、なかなかもとにはなれないといったことになってお

りますし、中にはそういう係員の誤りがあるかもわかりませんけれども、こういった分析

について、どういった形でこういったことが報告されるのか、ちょっとお聞かせください。 

【部会長】  では、ここで一たん切ってお答えいただきます。時間が限られています。

なるべく短くお願いします。 

【技術企画課長】  ただいまの輸送障害でございますけれども、この部内原因の一番大

きいのはどうも車両故障のようでございます。あと、信号取り扱いの誤り等々がまれにあ

るということで、この内訳、実は年間５,０００件という数になるものですから、技術安全

のほうで詳細に分析して、どうしたら減らすことができるかというのを検討していきたい

と思っております。 

【部会長】  今までのご意見について、伺っておけばよければもう時間を節約したいと

思いますが。 

【財務課長】  財務課長でございます。委員のご質問の中で、政策投資銀行の話と、そ

れから中小民鉄、特に補助金の関係、この２点について私のほうから補足説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず政策投資銀行でございますけれども、今、委員からご指摘がございましたように、

大きな政府の全体の金融改革は、そもそも国の資産、債務の圧縮、あるいはそもそも財投

機関の役割という大きな流れの中で、政策投資銀行といったものを民営化しようというこ

とであります。ただ、今、委員がお話しされましたように、政策投資銀行につきましては、

完全民営化になった後の新機関のイメージとしても、中長期の投資機能は提供させるとい

うことで、今国会に提出しています法案の中でも、完全民営化に至るまでにいかにこの政

策投資銀行について、今申し上げました中長期の融資ができるように経営基盤を強化させ

るという点、その中では、移行期間におけますいろいろな措置といったものも予定されて

いるわけでございます。私どもこの法案の成立を受けまして、いかにこの政策投資銀行と

いったものが経営体力をきちんとするということと、さらには今申し上げましたような形

での事業者のニーズに合った形で役割を担っていく、それがまさに民業との分担関係にお

いても政策投資銀行が今後生きていく道でございますので、そういうような方向でビジネ

スモデルができ上がり、それに至るまでのいろいろな経営基盤の強化といったものについ
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てはしっかりと、私どものほうもできる限りのことは支援していきたいというふうに思っ

ております。これがまず政策投資銀行でございます。 

 ２点目の地方民鉄の補助金でございます。補助金の額が少ない、あるいは大手には出な

い、中小だけ補助金が出るというようなお話がございました。その中で委員からもご紹介

していただきましたけれども、私ども地方の近代化補助の関係では再生計画といった制度

をつくりました。この再生計画につきましては、ちゃんと地域を挙げた取り組みがあると

いったものを前提にこれを支援していこうということで方式を変えたわけでございます。

先ほど委員からも地方沿線市町村の熱意というお話がございました。私どもやはり地方鉄

道を守るためには、これは国の補助金あるいは連携する地方の補助金ということがござい

ますけれども、やはり利用される地域の方々が物心両面、心だけでなくて、物、まさに乗

るということ、あるいはいろいろな活性化の例では自治会が切符を買うと、それで乗ると

いったような形で、まさに沿線の住民の方が自分のお金をはたいてでも乗っていくといっ

たような取組みです。そのような試みといったものを今後続けていく中で、今申し上げま

した近代化補助につきましても、これは政策的に非常に意義があるというものがあれば、

財務省の関係でも私ども強く言っていけると思っておりますので、そのような個々の具体

的な事例といったものを取り組みを皆様と協力しながら進めていきまして、今申し上げま

した地方民鉄をうまく残すといった今後の方向について取り組んでいきたいというふうに

思っております。 

【委員】  よろしくお願いいたします。 

【部会長】  どうぞ。 

【委員】  井口雅一でございます。私は技術の面からご意見を申し上げたいと思います。

２つありまして、１つはＬＲＴですけれど、最初は熊本市の交通局がヨーロッパから持っ

てきました、低床式の。そうしたら、その次はすぐ日本でつくったでしょう。コピーした

のかまねしたのか知らないけれど。つまり、日本にああいうものをつくる技術があったし、

ただし何がなかったか。私が言いたいのは、なぜ日本が最初にあれつくれなかったか。そ

れはヨーロッパのほうが先に困ってたから、先につくってくれたから持ってきたというの

はそれはいいんですけれど、喜々として持ってきて、コピーじゃないのかもしれませんけ

れど、それでというのは情けないといいますか。日本の鉄道産業というのは旅客輸送の、

言うまでもありませんけれど、人キロでは多分、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、

スペイン全部合わせたぐらいあるんですね。それだけ大きな産業を持っているんですから、
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それなりの何かがなければいけないのに、要するに発想力もなければやる気もなかったん

じゃないかという点は、これ、私の世代の責任でもあるんですが、そういう反省の話って

一度も聞いたことがないんです。そこら辺、一番私は心配しますね。 

 確かに日本の戦後の鉄道を見ますと、１９４５年に戦後が始まって、２０年ほぼたって

から東海道新幹線が始まり、２０年後にまた国鉄の民営化が行われ、世界を啞然とさせた

わけですね。さらに今は、多分パスモとスイカかもしれませんけれど、ＥＴＣ自動車まで

一緒になったらこれは革命だろうと思うんです。それはそれですばらしいと思うんですが、

ほんとうの足元の部分、運ぶという技術の部分がおろそかになっていないかという点に非

常に心配を感じます。それが１つ。 

 もう一つは技術の問題で申し上げたいんですが、これは特に言うまでもありませんけれ

ども、鉄道というのは運ぶという技術を基盤にしたサービス業です。技術がこければ全体

がこけます。技術というのは、これは国際競争力に勝てなければ維持できません。例えば

アメリカを見てごらんなさい。アメリカは最盛期はたしか３５万キロぐらいの路線長があ

ったと思いますが、間違っているかもしれません。それでも今、２０万キロありますね。

大体貨物が主体ですから仕方がないという面があるかもしれませんが、旅客車両技術って

なくなりました。マーケットがあっても。技術というのは国際競争力にさらされますから、

それに勝たなければなりません。日本はどうか。日本は結構国内市場が大きいですから、

それにうっかりすると満足している可能性がある。ただ先ほどの車両の輸出がかなり伸び

ているという、これは大変ありがたいことだと思います。日本の中ではマーケットがこれ

から大きくなることは期待できないかもしれませんが、周辺諸国のマーケットがどんどん

伸びていく可能性があるわけですね。ブリックス、中国だって毎年何千キロか営業路線を

建設していると思います。そういう中で、国際競争力を持てば輸出が可能なわけです。た

だ、鉄道というのはシステムを初め個々の車両、コンポーネントもそうだと思いますが、

なかなか政治絡み、ＯＤＡ絡みいろいろありますから、ナンバーワンになってもなかなか

難しいんですが、オンリーワンであれば政治の枠を越えられる。オンリーワンの技術をこ

れからつくりませんか。日本でなければできない、これはすばらしい、ものすごい高性能

で安い。ブリックスで今モータリゼーションが進んでおりますけれども、そのうち行き詰

まります。やはり鉄道でなければ運べないということになるだろうと思います。それを見

越しながらいかに国際競争力をつけていくか。そういう観点から少し技術政策を、今回そ

ういうチャンスを与えてくださったというのは大変いいと思います。常設である必要はあ

 -20-



りませんが、定期的にチェックして将来のことを考える。さらに言いますと、今、技術開

発力を持っているのはＪＲ東とか東海とか、まあ、大手、それからＪＲ総研かもしれませ

んが、これはＪＲ総研なんですね。要するに国内産業向けの技術開発なんです。国全体と

して何をやって、どういう技術をちゃんと持たなければいけないか。国際競争力を持つた

めには、あるいは国際的なマーケットを制覇するには何が必要かという全体を見る技術開

発政策を今回ぜひともご検討いただければありがたいと思います。 

 以上です。どうもありがとうございます。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

【委員】  飯島です。資料の中で質問なんですけれども、１７ページに近年廃止された

鉄道路線ということで上げてあるんですけれども、この廃線の理由として資金面と経済面

というところが主な理由なのか、この中でも高千穂鉄道のように気象災害によって一部期

間廃線になっている、そういった気象災害とか災害を理由にして廃線になっているのがど

れぐらいの割合があるのかというのがもしわかれば教えていただきたい。廃線になってい

なくても、経済面で今厳しい状況の中で、なおかつ今後温暖化が進行したりすれば気象災

害というのはさらに甚大になっていく。それに対して今どれぐらいリスクがあるのか。あ

と、そのリスクを回避するために、今後安全技術という面を強化されていくんだと思うん

ですけれども、その場合の気象災害をどこまで増大するかということを見込んで技術安全

面というのを取り組んでいく計画なのか、そういった点がわかれば教えていただきたいと

いうことがあります。 

 あともう一つは、個人的なところでは、今子育てをしていて、ベビーカーを引いて町を

歩くんですけれども、やはり鉄道を利用するのがまだまだちょっと怖いんですね。大分エ

レベーターがついて行きやすいとはいうものの、人のマナーというのもあったりして、な

かなかエレベーターを使わせてもらえないなというところもあったりするんですが、この

資料の中で、駅をサービス拠点として図書館を使うなり託児所をつくるとか、そういった

ように連携しつつあるということが書かれているんですけれども、ぜひこれをどんどん拡

大していっていただきたい。その中で、私の場合はベビーカーなんですけれども、今後そ

ういった障害の方とかお年寄りの方が家にこもらないでどんどん町に出やすいように、駅

をどう活用していくか、その中では、鉄道というものだけで考えればとても限界があると

思うんですね。都市づくりの中でどう鉄道があり得るか、またそれを考えた場合に、鉄道
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だけではなくて、道路局だったりそういったいろいろなところと連携する中で、どう都市

を活性化していくかというところで、いろいろな部局にまたがりながらの検討をする方向

というのもぜひとも考えて、駅を活用すると同時に、弱者というものをどんどん町に出し

て、鉄道も利用していただいて、いい都市づくりというのを検討していただきたいなと思

います。 

 以上２点です。 

【部会長】  そのほかいかがでしょうか。 

【委員】  ４０ページの、先ほどもお話が出ました輸送障害の件数の推移についておう

かがいします。ＪＲと民鉄で大きな差があるようですが、輸送距離による違いもあるので

はないでしょうか。３０分以上もおくれることが不可能な輸送距離５キロという民鉄もあ

りますから。、このように表わされるとＪＲのほうが民鉄に比して遅れてばかりいるような

印象をあたえますが、輸送距離をを勘案すると実際はどういう違いになるのですか。 

 それに遅延が３０分以上ではなく、２９分ならこの資料に載らないわけですから、全体

に慢性的におくれているというものが増えているのかどうかが判断できません。むしろ３

０分以上の遅延には何かしら明確な理由があるわけですが、組織や運営の体制上の問題が

あり、慢性的な遅れになっているようなケースもあるのではないでしょうか。このような

遅延に対しどのように考えるのか。といいますのも、５５ページにありますように、駅職

員数が民鉄においてもＪＲにおいても非常に減っているわけですが、この駅員数の減少と

遅延が多少関連があるのではないか。４６ページと５５ページに関連があるのかどうか、

あるいは全然関係ないのか。この件について伺わせていただきたいと思います。 

【部会長】  それではお願いできますか。 

【技術企画課長】  気象障害で廃線された例はこの資料上は１線もございません。ただ

１０年に１線ぐらい、感覚的にはあるかなということですけれども。ＪＲとか大手私鉄の

ローカル線というのは結構災害を受けやすいところを走っておりますけれども、ほんとう

に小さい鉄道は、そういうところは既に廃止になってしまっていることもありまして、こ

の表では１線もございません。 

 それから、ちょっと技術的なほうをまとめてお答えいたします。輸送障害の関係でござ

いますけれども、ご指摘のとおり３０分以上というのはある明確な理由があってというこ

とになります。例えば自殺だとかああいうのは明らかに増えておりますし、何らかの故障

があっておくれる場合が大体上がってくる。それ以下についてはちょっと統計をとってお
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りませんが、よく言われますのは、相互直通が非常に広範になってきている、あるいは同

じ会社の中でも非常に多くの路線にまたがって列車が運行されるようになって、ちょっと

したおくれがあちこちの線に波及しやすくなっているという指摘はございます。少しこれ

から勉強させていただきたいと思います。 

【鉄道企画室長】  委員からいただきましたご質問の関係、駅をサービス拠点として福

祉の関係ですとか子育ての関係として使う、これはまさにこの審議会でご議論いただけれ

ばと思っております。後ほどご紹介する課題の案の中にも入れさせていただいております

ので、以上も含めましてご検討いただければと思います。まちづくりの件も同様でござい

ます。 

【委員】  サントリーの佐藤と申します。関西から参りました。先ほどご紹介があった

ように、鉄道は定時運行されていて、飛行機と違う利便性を持っており、最近ではイコカ

カードが東京でも使えるようになって非常に便利になっていると思います。様々な工夫が

移動のハードルを低くして、旅行者は心地よく旅行できるということが可能になっている

と思います。ただ一方で、地方に行きますと全然その状況が違っておりまして、東北に行

ったとき、少し動こうと思ってもなかなか簡単には動けない。日に何本しかない線をどう

やってうまく使えばよいか悩んでしまうというような状況があります。全国的にみるとま

だ課題はあるかと思います。 

 前の資料にあったと思いますけれど、移動距離１００キロから３００キロのところで車

がやはり多くて、結構車で走るのが大変な距離だと思いますが、鉄道への移行はなかなか

すすんでいません。車との競合関係の中で、どうやってこれを公共交通のほうに持ってい

くのかというのは、これまで以上にきめ細かくいろいろな作戦を練らなければいけないと

思います。便利になる一方で考えなければいけないこともあると思います。今回のテーマ

も、高速化や、利便性の向上ということになると思うのですが、それをどんどん推し進め

ることがほんとうに公共交通にとって問題がないかです。例えば福知山のあの事故は、そ

れそのものではないかもしれませんけれど、市民の側は、早くて確実で安くて本数を多く

してくれ、と希望します。どんどん要求水準が高くなっていくと思うのですが、現実の安

全性との間に齟齬が生じる部分もあるのではないかと。時々は立ち止まって、リーズナブ

ルなところはどこなんだという議論も必要だと思います。公共交通を使う、自動車からシ

フトするというのも含めて、もう少しライフスタイル全体の中で、公共交通との関係がど

こに落ち着いて、市民としてはどうかかわっていけるのだというような議論を時には市民
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にも投げかけていくような、そういうところが必要なんじゃないかと思います。 

 もう１点ですが、先ほどの町と駅の関係ですが、非常に便利になって駅にいろいろなサ

ービスがあるというのは、非常にいい面もありますけれども、駅で完結してしまうという

ところもあると思います。駅は非常に競合優位なところにありますから、たくさんの人が

来るわけで、そういう意味では都市との関係の中で、駅だけがよくなるのではなくて、ま

ち全体がよくなるということを視野に入れて考えないと、今、駅中というのが非常に注目

されていますから、いろいろなところで高度化していくと思います。そのときに新たな問

題が起こってくるのではないかと思いますので、その辺も視野に入れていただきたいと思

います。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 次の議題も関連しておりますので、今後の検討課題というところでまた戻って議論して

いただいても結構ですが、先に資料３のご説明をお願いして、意見交換をしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

【鉄道企画室長】  それでは資料３によりまして、これからのご審議でご検討いただく

課題の案につきましてご説明させていただきます。 

 最初の色刷りの１ページは、我が国の鉄道が直面している諸課題を図式化してみたもの

ですけれども、事務局といたしましては、ここにお示ししているとおり、課題には利便性、

環境、経営、地域貢献、技術・安全といった観点がそれぞれあるというふうに考えており

ます。具体的には、利便性の観点ということでは、利便性のさらなる向上に向けた利用者

のニーズにどうこたえていくかという課題。環境ということでは、マイカーなどの利用者

を取り込むことによりＣＯ2の排出削減に貢献すべき役割にどうこたえていくか。経営の観

点ということで申しますと、鉄道会社においてこれからサービスの維持、充実のために投

資を行わなくてはいけない。その投資に備えて今のうちに経営の改善強化を図っておくべ

き必要性があるんじゃないか。地域貢献ということでは、先ほど出てきておりますように、

輸送以外の機能の活用による地域に対する貢献への期待にこたえていく必要があるんじゃ

ないか。技術・安全ということで申しますと、安全水準の維持・向上を図りつつ、技術の

高度化などをもって事業者のニーズ、課題に対応していく必要があるんじゃないかという

ことになります。なお、このうちの環境の観点というのは、基本的には、利便性の向上を

通じて利用者拡大を推進していくということになりますから、具体的な課題としては利便

性の向上でくくれるものではないかというふうに整理してございます。 
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 さらに２ページから、これらの課題をさらにブレークダウンした検討のポイントを、あ

くまで事務局のたたき台として３０点ほどお示ししております。順に簡単にご紹介させて

いただきますと、まず利便性の観点としまして、ネットワークでありますが、幹線鉄道、

都市鉄道のそれぞれについて、今の進捗を踏まえた上で、１９号答申で示された整備方針

のうち、修正すべき点があるのかどうか。２番目といたしまして、特に在来幹線鉄道につ

いては、競争力の回復のためにどういう対策が必要か。３番目といたしまして、幹線鉄道、

都市鉄道、それぞれにつきまして、既存のネットワークの質の向上という点でどういう対

策を講ずるべきか。４番目、都市鉄道の混雑緩和でありますけれども、目標の達成状況を

踏まえまして、この目標自体について修正すべき点があるかどうか。 

 次のページおめくりいただきまして、サービス面でございますけれども、都市鉄道、複

数事業者路線間の乗り継ぎで、初乗運賃の複数回適用による割高感を緩和することなどに

より、都市鉄道における利用者の拡大を図ることができないか。６番目といたしまして、

主に都市鉄道になりますけれども、利用者の声や要望をさらに反映しやすくする仕組みが

考えられないか。７番目でございますけれども、主に都市鉄道におきまして、お客様から

の苦情への対応、情報提供といったものについて、個々の事業者が個別に行っている現状

が、果たして便利なのか、不便なのか。一元化という選択肢があるのかどうか。この課題。

８番目といたしまして、これは地方鉄道でございますけれども、サービスの現状固定、あ

るいはコスト面から削減されるとサービスとして水準が落ちると。これが利用者減との悪

循環に陥っているわけですけれども、この悪循環を解消することはできないか。 

 ９番目といたしまして、バリアフリーについて、現在の目標年次以降でどのような方向

で進めていくべきか。またホームドアにつきましてはどういう施策を展開していくべきか。 

 ４ページ目をおめくりいただきまして、利用者の秩序・マナーでございますけれども、

先ほどのご意見にもございましたとおり、車内、駅構内の暴力行為、迷惑行為、この頻発

状況に対してどういう制度的な対応をとっていくことが必要なのか。 

 ２つ目の経営の観点でございます。経営の観点につきましては、都市鉄道におけるコス

ト削減、収益力強化ということで、主に固定費につきまして各社に共通して削減できる余

地があるのかないのかというのが１つ。それから２つ目、１３番目でございますけれども、

人口減少時代に入っても、安全とか利便性の維持に必要なコストをどうやったら確保し続

けられるかという問題。それから１４番目でございますが、関連事業、何らかの制約があ

れば解消を図るべきではないか。 
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 それから、先ほどのＭ＆Ａ、経営統合でございますけれども、鉄道事業者がＭ＆Ａの対

象とされた場合に、鉄道事業の公益性という観点からどういう対応が必要なのか。それか

ら持ち株会社等の新しい経営形態について、鉄道事業に対する規律という観点でどのよう

な対応が必要なのか。 

 また１ページおめくりいただきまして、地方鉄道・ＬＲＴでございますけれども、まず

地方鉄道、従来の発想にとらわれない新しい手法によるコストの削減というものが考えら

れないかという課題。１８番、地方鉄道、ＬＲＴの上下分離につきまして、新しい制度上

の位置づけを与えることはできないかという問題。それから１９番目でございますが、厳

しい経営環境にある地方鉄道におきまして、自然災害がそのまま路線や事業の廃止に直結

してしまうということを防ぐための方策というのを検討していくべきじゃないかという課

題を上げております。 

 地域貢献の課題でございますけれども、都市部、地方部それぞれ事情は違いますけれど

も、それぞれの事情に即して、鉄道利用者はもちろんのこと、鉄道利用者以外も対象とし

て駅が地域の公共的ニーズに幅広く活用できるような取り組みを進めていくべきじゃない

か、それを後押しするような取り組みを進めていくべきではないかという課題。 

 それからまちづくりの関係でございますけれども、地方鉄道にせよ、ＬＲＴにせよ、こ

れは都市鉄道も当てはまると思いますが、まちづくりとの連携に向けた具体的な方策をさ

らに深めていくべきじゃないかという課題を上げております。また地域の観光振興という

観点におきましては、観光鉄道とか山岳鉄道というものにつきまして、既存路線の活用と

か新設ということを進めていくことができないだろうかという課題を上げております。 

 それから技術・安全の観点でございますけれども、２３番、鉄道事業者の実情を踏まえ

た安全規制のあるべき姿、あるいは、鉄道事業者の自主性を尊重したチェック体制につい

て、改めて検証するべきじゃないかということ。それから２４番、最近の状況として、若

手技術者の減少、外注化の進展を踏まえた上で、技術力の向上・継承のための取り組みを

進めていくべきじゃないか。２５番、これも大きな問題でございますが、老朽化が進む鉄

道施設、どう対応していくかという問題。２６番でございますが、この運転事故等につき

まして、鉄道事業者から届け出られたデータを分析した上で、未然防止に活用していくべ

きじゃないか。２７番でありますが、便数が少ないとか、そういう個々の運行実態に即し

て必要な安全水準を低コストで実現するという新しい手法を考えられないかという課題で

ございます。 
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 最後、７ページでございますが、２８番としまして、さまざまな社会経済の変化がござ

いますけれども、こういう環境変化の中で、今後１０年程度先を見据えた鉄道技術開発の

方向性をここで明確にしておこうじゃないかという課題。 

 国際展開に関しましては、我が国の優れた鉄道システムを海外へ展開していくために、

どう今後取り組んでいくべきかという問題。 

 最後、索道につきましても、経営基盤が脆弱な事業者について、安全性の向上、これは

同じように取り組みが必要ではないかという課題。 

 こういった課題を事務局のたたき台としてお示ししているところでございます。以上で

ございます。 

【部会長】  どうもありがとうございます。まだほかにも課題、たくさんあろうかと思

いますが、どうぞご自由に忌憚のないご意見をお願いいたします。 

【委員】  東京都でございますが、先ほど資料の中で地方自治体の役割分担というよう

な話がございましたが、まさにその鉄道政策と自治体経営というのは密接不可分の関係に

あるわけで、そうした観点から、特に大都市の鉄道の課題ということで、時間の関係もご

ざいますので２点に絞って意見を言わせていただきたいと思います。 

 まず第１点が、都市鉄道のさらなる整備というのは大きな課題になっております。現在

東京都の中でも、例えば地下鉄副都心線であるとか、あるいは日暮里・舎人ライナーであ

るとか、大変な新線の建設を行っております。それらが開業しますと鉄道ネットワークが

さらに充実するという状況にあります。また一方で東京圏域の鉄道といいますのは、１８

号答申に基づいて整備されているわけですが、その中でも、例えばＪＲの中央線の複々線

化であるとか地域住民の強い希望の事業がございまして、こういったものについては全く

目処が立っていないという現状がございます。先ほどレールについては非常に地域住民の

熱い期待があるという話がございましたが、確かに答申に盛り込まれた路線の地域では、

大変なその実現に対する要望があるわけで、その辺をすぐに事業化云々という話ではない

のですが、ある程度の方向性を示していくことがやはり地域住民に対する責務であろうと

いうふうに考えております。 

 それから２点目は、これもまた地域住民の非常に要望の強い踏切の改善の問題でござい

ます。これを単に渋滞解消による経済的な問題だけではなくて、例えば足立区の竹ノ塚で

大変な惨状があった。それから、最近でも警察官が女性を助けようとして殉職をする、こ

んな事件があります。そういう中で、私どもとしましても現在７路線、９ヵ所での連続立
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体交差事業を行っているわけですが、これ自体が非常に時間がかかる。そういうこともご

ざいまして、踏切道の拡幅、あるいは歩道橋、エレベーターの設置など、次善の策ではご

ざいますが、これらについてもやはり同時並行的に実施していく必要があるだろうと考え

ております。鉄道事業者の皆様には踏切における、例えば非常ボタンであるとか、あるい

は障害物検知装置の設置などの安全対策、あるいは賢い踏切の導入について大変なご努力

をいただいておりますが、そういった意味で地域住民の安全確保という視点から、なお一

層の協力をお願いしたいと思っております。 

 以上２点、意見を述べさせていただきましたが、冒頭、平田局長さんのほうから、まさ

に鉄道というのは地球温暖化の対策を進める上でも非常に有効な手法である、まさにその

とおりでございまして、私ども東京都、大気汚染の関係が深刻な状況の中で、環境都市づ

くり戦略合同会議というものを設置しまして、カーボンマイナスの観点からも、エネルギ

ー効率の非常に高い鉄道のさらなるネットワーク充実というのは、環境対策からも大きな

課題になっているというふうに考えております。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

【委員】  今、「地域貢献の観点」とありましたが、私はむしろ「都市政策との整合・連

携」において鉄道問題を考えていくべきだと思っています。実際、交通需要と言いまして

も、通勤・通学のような派生的なものもあれば、観光のような本源的なものもあります。

ここで前者の派生的需要というのは、実は国民経済的には大変な無駄であり、資源の膨大

な浪費にあたります。実際、世界の主要先進都市では、マイカーから公共交通機関へのシ

フトを図った上で、今度は通勤需要自体をいかに減らすかということが議論になってきて

います。簡単に言えば「職住近接」であり、住宅を都心に集めるということです。そうし

たことの実現は鉄道など交通分野でクローズした政策メニューだけでは困難であり、従っ

て鉄道の将来も都市政策と一体に考えざるを得ない状況になっています。 

もう一つ、人を都心に集めることは、経済面だけでなく、実は文化創造面で非常に大き

な効果をもたらします。今や世界は国家間の経済競争から都市間の文化競争の時代になっ

ています。日本が世界の中で今の地位を維持し、さらに活力ある社会を構築していくには、

何よりも東京に多くの人材を集める必要があります。そうした「クリエイティブ・クラス」

は「職住近接」と「才能の交流」を希求しています。ここで２０１０年代の鉄道のあり方、
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都市のあり方を本気で考えるというならば、やはり文化創造的な観点を前面に出していか

なければならないと思うのです。 

以上、議論はいろいろあると思いますが、本部会では少なくとも「地域貢献の観点」だけ

ではなく、「都市政策や文化創造の観点」というのを、別途、加えていただかなければなら

ないと考えております。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 そのほかいかがですか。 

【委員】  東京女子大の竹内です。諸課題が整理されて網羅的でいいなと思ったんです

けれど、ただ１点、これは入れなくていいのだろうかとちょっと心配になった点がありま

す。というのは、観点という言葉を使うとするならば、例えば物流とか国際競争力とかい

う観点はどうなるのだろうかということです。要するに貨物の話なんですけれども、鉄道

貨物輸送はシェアが少ないから、ネグリジブルだからいいだろうというのであればそれで

もいいんでしょうが、一応、物流施策大綱の話やらアジア・ゲートウェイの話やらという

ことを政府が取り上げていて、貨物輸送についてジャパンパッシングになってしまうとい

うことに危機感を抱いている。あるいは環境のほうでもモーダルシフトということが一応

施策としてある。そういう中において一体鉄道貨物が今の状況のまま論じることがなくて

いいんだろうかと思うわけです。鉄道をもっと活用して環境に寄与させる、あるいは鉄道

貨物輸送を通じて国際競争力をつける、日本が物流立国という方面でも役割を果たし得る

というために、鉄道貨物輸送をどう生かすかというような観点がやはりあるほうがいいの

かなというふうに思うのですが。ただ、ここでの議論では旅客輸送を中心にするのならば

それでも構わないんですが、ただ３０もこういろいろ課題があるならば、１個ぐらいそれ

があってもいいのではないかという気が私はしております。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

【委員】  手短に３点だけ申し上げます。４番のところに混雑の問題が出ているんです

が、前にもちょっと申し上げましたけれども、とにかくもう余裕がなかったからピークの

ところだけ目標を置いて、それでそこに鋭意邁進してきたわけで、それはそれなりの効果

を上げてきたし、いいんですけれども、ともするとピークのところで設定してきた１８０

とか１５０という目標が、それ以外の時間帯にもそれさえ満足していればいいんじゃない
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かというような運用をされている嫌いがないとは言えない。ほんとうはもう少し輸送力を

発揮させればピークを分散させることもできるんだけれど、ありていに言えば、こまして

運んでいるという時間帯も路線によってはないとは言えない。その辺のチェックが必要で、

人口が減っていく中では、それからまたフレキシブルな労働体系になっていく中では、ピ

ークだけが問題なんではないというのをぜひご理解いただきたいし、特に夜間混雑の問題

は我が国が世界で最悪の問題というのはぜひご理解いただきたいと思います。これが１点

です。 

 ２点目は２９番のところで、鉄道システムの海外展開ということが書いてあって、これ

は結構なことで、先ほどのご説明でも日本のいろいろな施設、イクイップメントがそうや

って出ていくと。技術もそうですね。結構なんですが、もう一つあわせてお考えいただき

たいのは、日本の鉄道事業経営というのは、世界の中でも最も信頼できる事業者が、ほと

んどはと思いますけれど、やっているわけですね。先ほどちょっと申し上げたように、世

界の公共交通はかなりがイギリスとフランスの４社くらいの大手のグローバルサプライヤ

ーがいろいろな国のことをやっているわけですね。オーストラリアとかシンガポールとか。

そういう状況にあるわけです。インドもですね。どうも聞いてみると、日本の事業者にも

いろいろと引き合いが来るらしいんだけれど、どういう理由か知りませんけれど、まだ日

本ではそういう意味で鉄道事業を外で経営するというのは出ていってない。つまり日本の

ように丸ごと全部責任を持ってやってくださいねというスタンスでやろうとすれば、それ

は外でやるのもリスクが大きいですけれども、さっき申し上げたようなシステムは大体上

下分離がされていて、少なくとも保有とそれからオペレーションは分かれていて、そこで

は薄いとはいいながらも確実な利益が出るんですね。そういう領域に日本の鉄道事業者が

進出して、そして安全で信頼できるサービスをよその国にも実現させてあげるというのは、

世界にとってもいいことじゃないかと思う。これはぜひお考えいただきたい。 

 それから最後になりますけれども、これは出ていないので申し上げるんですけれども、

いろいろな鉄道の特に地方部での経営が難しくなる、それから大手と言われているところ

でも地方路線の経営が難しくなる、これは事実上なるわけで、その中では自治体や、場合

によっては国等の貢献も財政的にも必要になってくるわけですね。その場合には国民や県

民や市民の税を使うという意味での理解をしていただかなければいけない。つまり困って

いる人だけの問題ではなくて、国民全体の問題なんですね。したがって、こういう状況に

あるということを国民的な理解を得るための活動というのは不可欠であって、共同的、参
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加的なコミュニケーションを図る。そこのところをぜひ重要な課題と認識していただきた

いと思います。 

 以上３点でした。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

【委員】  東大の須田でございます。非常に網羅的な資料になっていると思うんですけ

れど、ちょっと幾つか検討していただければなと思うのがあります。 

 １つは１０年ほど先ということでお話あったんですけれど、鉄道の場合、技術的な開発

のスパンとか建設とか考えると非常に長期にわたるわけですね。そういうことから考える

と１０年先というよりか、もっと長期の、極端にいえば１００年先を見るくらいの話も今

のうちにやったらいいんじゃないかなと感じました。 

 それと、利便性の観点ということなんですけれど、これについても最近いろいろなとこ

ろで目標というのがありますね。そういうことからいくと、自動車から鉄道に利用客を移

そうというには、例えばほんとうに全員着席を目標にするとか、あるいは極端なことでい

くと、私は５分５００円の原則ってあると思っているんですけれど、公共交通をほんとう

に利用しやすくしようとすると、５分以上待たせない、５分以上歩かせない、５分以上立

たせないとか、１日５００円で利用できるとか、結構今としてはハードルはかなり高いん

ですけれどもそういう目標を設定して、そのための技術開発をどうしたらいいかとか、検

討していったらいいんじゃないかなと思いました。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

【委員】  タカラトミーの高橋と申します。バリアフリーに関して２点あります。まず

最初に、もちろんまだバリアフリー化がなされていない駅でいろいろと制約がある駅につ

いて考えていくことはとても大切だと思います。それに加えて、さらにもうバリアフリー

化が一たんなされている駅であったとしても、例えばその駅がちょっと改装されたりとか、

それから利用形態が少しでも変わる、新しいホームが増えるとか、そんな大きなことでは

なくても、例えば新たに何かの自動販売機が置かれるとか、動線が少し変わるとか、そう

いうことが起こっただけでも、当初はこれでバリアフリーだったと思われていたあるシス

テムなり施設がバリアフリーではなくなってしまう場合が多々あると思います。やはり定

期的に、あるいは駅の改装なりがなされたときに、それでもバリアフリーであり続けてい

 -31-



るかということをチェックするような何か体制がないと、多分そのバリアフリーが一たん

なされた駅が、どんどんバリアフリーから遠ざかっていくままにされてしまうのではない

かという危惧があります。例えばせっかくスロープをつくったのに、後からそのスロープ

にすごい近いところに大きいものがどんと置かれてしまって、そこを車いすで通りにくく

なるとか、視覚障害者のための誘導ブロックがつくられたんだけれども、そこに何かお店

のようなものが張り出してしまって、そこを通れなくなってしまうとか、そういうことが

多々ありますので、そのあたりのチェック機構というのが課題で考えられるのではと思い

ます。 

 それからもう１点ですけれども、建物のバリアフリー化に加えて、例えば今スイカとか

パスモとかありますが、そういうものを扱うための機器というのでしょうか、スイカをチ

ャージするためのものであるとか、そういうもののバリアフリー化というのにも気をつけ

ていく必要があるかと思います。今、私はスイカを前からすごく便利に使わせていただい

ているんですけれども、チャージであるとかとても便利に私でも独力で簡単にできますし、

ご存じの方どれぐらいいらっしゃるかと思うんですけれど、スイカというのは１,０００円

以下になると自動改札機を通るときの音が微妙に変わります。それからスイカ定期も残り

の有効期間が２週間を切ると改札を通るときの音が変わります。それで私にもいろいろな

ことを判断して適切に対処していくことができます。パスモに関して私はちょっと使って

いないのでまだわからないんですが、ある私鉄ユーザーの知人によると、もしかしてパス

モにはそういう機能がないかもしれない、ちょっと１回しか試していないからまだわから

ないんだけれどというふうに聞きました。そのようなせっかくのいい機能がきちんと新し

いものにも広まっていくように、それから、もしパスモでもそういうものが採用されてい

れば大変失礼なことを言ってしまったんですが、採用されていればそれがユーザーにきち

んと伝わるような工夫も必要かと思います。そこら辺の課題も盛り込んでいただければと

思いました。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 それではちょっと先ほど言いかけたんですが、２５番の老朽化のところは、年次がたっ

ただけじゃなくて、設計基準が合わない、いわゆる既存不適格と言われているお話を入れ

ておいたほうがいいかなというのが１点でございます。 
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 それからもう一つは、情報の提供のあり方で、国鉄改革がもともといろいろな公的関与

とか政治的関与を排除するということで、なるべく民間らしくということで来たわけです

が、アメリカで航空の規制緩和起こった後、やはりもっと情報公開しないとマーケットが

うまくいかないよということで、路線別の需要を公開したり貨物もやっていますし、それ

から自動車も車種別に事故率なんていうのは昔からやっていたんですが、日本はやってい

なかったのが最近は公表するようになりました。先ほど鉄道の事故だとかおくれも３０分

以内はわからないという話があったんですが、製品でいうと、買ったらこれが壊れていた

というのと同じことですから、昔から３０分だから３０分という話ではなくて、むしろ積

極的にそういう情報を出したほうがいい。したがって、情報というのは一体どこまでが公

表されるもので、どこからはプライベートの会社だからということなのかという話は一回

議論したいなという気がします。最近のガス器具、電力会社の話、自動車の話、もろもろ

結局情報を公開しなかったことが全体のシステムとしてうまくいかなくて、その企業にと

ってもよくなかったというようなことが、これだけたくさんあるのに、民営化のときと同

じ議論をしている必要はないだろうと思います。ＪＲだけではなくて民鉄もラッシュ時に

何分おくれるかというデータはありませんという時代が十何年か前に、みんな知っている

ことなのに、そんなことを言っていた時代もありました。そんな意味でどういう情報はど

れぐらい出すのかというような議論を１回してみたらいいかなという気がいたします。 

 そのほかございますでしょうか。 

【委員】  私、どちらかというと自動車技術のことをいろいろやってきたんですが、特

に高齢者が増えてきて、地方ですと７０歳、８０歳でも運転せざるを得ない状況がありま

す。そういった方たちを何とか支援してあげたいと思ってＩＴを活用した技術開発をやっ

ているわけですけれども、例えば居眠りを防止するために眠らずに運転しなさいというと、

ますます危険度を高めているような逆説的なことがありまして、地方でも年をとった方に

何とか運転させて生きがいのある暮らしをさせたいと思うんですけれど、一方でどんどん

危険度を上げている。一方で、いつ来るかわからないバスとか鉄道を利用したがるかとい

うと、なかなかバリアーがあって、それを例えばデマンドバスとかＩＴを活用した情報で

いつ来るかを、おくれたらどのくらいおくれるかという情報を活用することを検討項目に

入れると、利便性が上がってローカルな分野でも車と公共交通との融合一体化というのが、

利用者側からもできるんじゃないかなということで、ＩＴ活用という観点を加えていただ

くとありがたいなと思います。これは技術だけじゃなくて利用者側のニーズの問題もある
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ということです。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

【委員】  先ほどから地方の、特に鉄道について財政的な支援といったことをそれぞれ

各委員の先生方からも出されております。直面している諸課題の中でもそういった経営の

観点ですとか地域貢献の観点といったことで、地方鉄道、ＬＲＴについては、それぞれの

地方の合意形成の上で図っていくということなんですけれども、しかし地方鉄道も、そう

いってどうしても必要なところと、どうにもならない地方鉄道があるんですね。ことしの

３月でも、私のところのくり電と鹿島が廃線になったということも報告されておりますし、

また地方鉄道のいわゆる安全基準を下回るというところで莫大な投資が要るということで、

銚子電鉄はその金がないということで、ぬれ煎餅を労働組合みずから売って、それで費用

を浮かしていると、そういう地方について、例えば中核の地方都市と、どうしようもない

悪循環で、悪循環を断ち切るには廃線しかないというようなところと、一緒に諸課題とい

うことで書かれておりますので、そういったところについて若干区切って、どうにもなら

ないようなところをどうするのかといったことも必要ではないのかなと思いますので、一

つそういう観点でもお願いしたいと思います。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは事務局のほうから、まとめて必要なことだけコメントいただければと思います。 

【鉄道企画室長】  たくさんの貴重なご意見、大変ありがとうございました。すべて課

題として反映させていただこうと思っております。 

 １点だけ補足的に申しますと、委員からいただきました物流の関係でございます。これ

につきまして、交通政策審議会の環境部会というところでもモーダルシフト、鉄道貨物の

活用といったことをやっております。そこと整合性をとりながら、こちらの部会では環境

の観点ということでその利用者、旅客とは別の切り口での観点で整理させていただこうと

思います。 

 以上でございます。 

【部会長】  それでは、次の議題に移りたいと思います。議事３、小委員会の設置につ

いてでございます。資料４の説明をお願いいたします。 
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【鉄道企画室長】  資料４でございます。資料４は「ネットワーク・サービス小委員会」

及び「技術・安全小委員会」の設置について（案）としてお諮りするものでございます。

この小委員会の位置づけは、鉄道部会の下部組織となります。 

 そして２．でございますが、設置する小委員会の役割ですが、ネットワーク・サービス

小委員会におきましては、今後における鉄道のネットワークの充実、サービスの改善等に

関する方策について調査審議する。技術・安全小委員会につきましては、今後における鉄

道技術の高度化及び活用、安全性の向上等に関する方策について調査審議するというもの

とします。 

 スケジュールといたしましては、まずは今月２７日に両小委員会をそれぞれ第１回会合

を開催いたしまして、以後、それぞれ月１回程度を目安としてそういう頻度で開催して、

６月の中間とりまとめ、あるいはネットワーク・サービスの場合は秋の報告書といったも

のに向けて検討を進めていくことを予定してございます。 

 以下のページに小委員会の設置、運営に関する部会としての規則の案、小委員会のメン

バーの方々の案、それぞれつけさせていただいております。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。この資料についてご質問、ご意見、ございます

でしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、資料４についてご異議がないようでございますので、このとおり進めてまい

りたいと思います。なお、各小委員会の委員長につきましては、ただいまお決めいただき

ました交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会運営規則に基づき、部会長が指名すること

になっております。ネットワーク・サービス小委員会の委員長には、山内委員を指名させ

ていただきたいと思います。また、技術・安全小委員会の委員長は私が務めさせていただ

きたいと思います。ご了解いただけますでしょうか。 

 ありがとうございます。それではそういう格好にしたいと思います。 

 途中でせかしておいて申しわけないんですが、時間があと１０分ぐらいございますが、

何か全般にわたってご意見等ございましたらいかがでしょうか。 

【委員】  既に委員会を立ち上げて議論されたことだとは思いますが、案内標識につい

てひとこと。ですが、現在、東京メトロさんの標識がわかりやすいですが、慣れない地方

の都市に行きまして電車の乗りかえを何回かしなければならないとき、私が方向音痴なこ

ともあり、案内標識が非常にわかりづらく迷ってしまうことがあります。もう一度交通の
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結節点のわかりやすさを工夫する必要があるのではないかと思います。どこに行っても同

じようなシステムであればわかりやすいのですが、地域によって、あるいは駅によってシ

ステムがバラバラです。自分が住んでいるところは案内標識がなくともわかりますが、慣

れない土地では案内標識がたよりです。地域や駅によってバラバラな情報の出し方をする

のではなく、情報のシステム化をお考えいただければと思います。 

 それから、地下鉄の場合は、この出口から出るとこれこれのビルがあるといったことが

大体書いてありますが、鉄道会社により書いてあったり書いてなかったりさまざまです。

ある程度その町の情報が駅でわかるように、町と駅との連携が求められます。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

【部会長代理】  きょうは発言する機会がなかったんですけれど、きょうの最初の概要

の資料を拝見していて思ったんですけれども、やはり鉄道の企業あるいは鉄道事業をやっ

ていくということは、古くて新しい問題に突き当たって、結局その企業としてやっていく

ことの企業性と、それから都市の交通あるいは地域の交通を支えていくという意味での公

益性みたいなものをどういうふうに調和させていくかという問題、まさにほんとうに古い

問題なんですけれど、これに突き当たるのかなというのが印象ですね。特に、さっき資料

がありましたけれども、３５ページのＭ＆Ａとか、ああいう形でマーケットというのはか

なり環境が変わってきて、企業というものの置かれる立場というのが随分変わってきた中

で、一方では、特に都市鉄道についてはかなりインフラもできてきて、都市の骨格を形成

するようになったけれども、さらなるサービスの向上とか、あるいはバリアフリーとか、

そういうことをやっていかなければならない中で公共性を求められるわけですね。そうす

ると企業としてはものすごくマーケットで競争にさらされていて、一方でそういう公共性

の議論があるということで、さっき言いましたように古い問題をもう一回再整理する必要

があるのかなというふうに思いました。もしかしたら鉄道の企業のあり方みたいなことを

ちょっと考えなければいけないということもあるのかなと。例えばさっき委員がおっしゃ

っていたけれど、一方では海外ではいろいろな形で外国籍の企業が鉄道をやっていて、そ

れがいいのか悪いのかという議論がありますし、一方で日本の企業もそういった海外で競

争するぐらいの技術力はもちろん持っているわけだから、出ていくという必要もあるでし

ょうけれど、そういった国際マーケットでの競争がある一方、さっきから言っていますよ

うに、足元ではものすごく重要な課題があると。こういうことを考えると鉄道会社のあり
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方みたいなものを少し立ちどまって考える必要があるのかなというようなことを感想とし

て持ちました。 

 以上です。 

【部会長】  どうもありがとうございます。 

 そのほかよろしいでしょうか。 

 それでは以上で本日の議事を終えたいと思います。 

 最後に事務局から事務連絡等をお願いいたします。 

【鉄道企画室長】  本日は長時間にわたりましてご議論、たくさんの貴重なご意見、大

変ありがとうございました。これから開かれます小委員会での議論の成果を踏まえまして、

次回の鉄道部会の会合は６月の開催を予定しております。そのスケジュール等、詳細につ

きましてはまた決まり次第個別にご連絡させていただくことといたしますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 本日はこれにて閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 
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